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来
、
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許
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問
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受
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裁
判
所
は
そ
の
判
断
を
行
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五
六

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
平
成

一
二
年
四
月

一
一
日
判
決

（民
集
五
四
巻
四
号

一
三
六
人
買

〔キ
ル
ビ
ー

特
許
事
件
Ｊ

お
よ
び
特
許
法

一
〇
四
条
の
三
の
新
設

（平
成

一
六
年
法
律
第

一
二
〇
号
）
に
よ

っ
て
特
許
侵
害
訴
訟
の
受
訴
裁
判
所

も
特
許
の
有
効
性
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
け
る
特
許
無
効
を
め
ぐ

っ
て
、
特
許
庁

に
お
け
る
特
許
無
効
審
判
に
加
え
て
特
許
侵
害
訴
訟
で
審
理
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
制
度
が
並
存
す
る
こ
と

と
な

っ
た

（ダ
ブ
ル
ト
ラ
ッ
ク
制
度
）。
そ
し
て
、
こ
の
制
度
に
対
し
て
は
、
特
許
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
も
特
許
無
効
の
判
断
が
可
能

と
な

っ
た
点
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
対
世
的
に
特
許
を
無
効
と
し
た
い
と
考
え
る
被
疑
侵
害
者
は
特
許
侵
害
訴
訟

の
ほ
か
に
特
許
無
効
審
判
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同

一
の
特
許
の
有
効
性
を
め
ぐ

っ
て
二
つ
の
手
続
が
並
行
し
て
進
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
重
複
審
理
に
よ
っ
て
訴
訟
経
済
に
反
す
る
こ
と
、
お
よ
び
両
手
続
で
判
断
が
蠅
齢
す
る
こ
と
な
ど
の
問
題
が

浮
上
し
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
か
ら
、
実
務
上
の
運
用
や
立
法
論
的
に
は
、
ダ
ブ
ル
ト
ラ
ッ
ク
制
度
を
解
消
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解

も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
特
許
無
効
手
続
は
、
特
許
庁
に
特
許
無
効
審
判
を
請
求
し

（特
許
法

一
二
三
条
）
、
そ
れ
に
不
服
の
あ
る
者
が
東
京
高
等

裁
判
所
の
特
別
の
支
部
で
あ
る
知
的
財
産
高
等
裁
判
所

へ
審
決
取
消
訴
訟
を
提
起
し

（同
法

一
七
八
条
、
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置

法
二
条
二
号
）
、
最
終
的
に
は
最
高
裁
判
所
に
上
告
す
る

（民
事
訴
訟
法
三

一
二
条
）
と
い
う
手
続
構
造
と
な

っ
て
お
り
、
現
在
は
行

政
争
訟
の
範
疇
に
属
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
例
外
的
に
特
許
侵
害
訴
訟
と
い
う
民
事
訴
訟
の
中
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し

た
の
が
キ
ル
ビ
ー
特
許
事
件
判
決
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
判
決
法
理
を
立
法
化
し
た
特
許
法

一
〇
四
条
の
三
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
沿
革

を
辿

っ
て
み
る
と
、
わ
が
国
の
特
許
制
度
が
構
築
さ
れ
た
当
初
、
立
法
者
は
特
許
無
効
手
続
の
性
質
を
現
在
の
制
度
と
は
異
な
っ
た
も

の
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
審
決
取
消
訴
訟
制
度
は
わ
が
国
で
特
許
制
度
が
始
ま

っ

た
当
初
に
は
存
在
せ
ず
、
こ
れ
が
導
入
さ
れ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
大
審
院
へ
の
出
訴
が
特
許
無
効
審
判
の
不



服
申
立
て
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
当
時
行
政
事
件
を
処
理
す
る
特
別
裁
判
所
と
し
て
存
在
し
た
行
政
裁
判
所

（大
日
本
帝
国
憲
法

六

一
条
。
以
下
、
旧
憲
法
と
い
う
。
）

へ
の
出
訴
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
特
詐
権
を
付
与
す
る
行
為
は
行
政
処
分
で
あ
り
、
そ

の
行
為
に
瑕
疵
が
あ

っ
た
場
合
に
は
そ
れ
を
審
査
す
る
審
判
も
特
許
庁

（局
）
と
い
う
行
政
庁
が
審
理
を
行

っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
不
服
申
立
て
も
行
政
事
件
と
し
て
、行
政
事
件
を
管
轄
す
る
行
政
裁
判
所

へ
出
訴
す
る
方
が
そ
の
性
質
に
沿
う
よ
う
に
も
思
え
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
民
事
事
件
を
審
理
す
る
大
審
院

へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
将
来
的
に
ダ
ブ
ル
ト
ラ
ッ
ク
制
度
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
特
許
無
効
手
続
の
性

質
が
い
か
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
わ
が
国
の
特
許
無
効
手
続
の
原
点
に
立
ち
戻

っ
て
歴
史
的
考
察
を
行
姫
。

す
な
わ
ち
、
当
時
の
立
法
者
が
特
許
無
効
手
続
の
性
質
を
い
か
に
考
え
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
考
え
は
立
法
過
程
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
反
映
さ
れ
て
現
在
の
制
度
が
構
築
さ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
際
、
本
稿
の
目
的
は
特
許
無
効
手
続
の
性
質
を
歴

史
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
考
察
の
主
た
る
姑
象
は
、
わ
が
国
で
初
め
て
特
許
制
度
が
登
場
し
た
明
治
四
年
か
ら
現
行
法
が

制
定
さ
れ
た
昭
和
三
四
年
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
引
用
す
る
法
令
、
議
事
録
な
ど
の
文
献
を
引
用
す
る
に
際
し
て
は
、
原
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
旧
漢
字
を
新
漢
字
に

置
き
換
え
て
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
一　
特
許
無
効
手
続

の
創
成

１
　
明
治

一
人
年
専
売
特
許
条
例
以
前

わ
が
国
の
歴
史
上
で
初
め
て
特
許
制
度
が
登
場
し
た
の
は
、
明
治
四
年
の
専
売
略
規
則

（明
治
四
年
太
政
官
布
告
第

一
七
五
号
）
で

五
七



五
人

の
　
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
わ
が
国
の
産
業
状
態
か
ら
す
れ
ば
、
み
る
べ
き
発
明
も
な
け
れ
ば
審
査
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
者
も
お
ら
ず
、

御
　
発
明
者
に
は
褒
賞
で
十
分
で
あ
る
と
の
意
見
が
強
か
っ
た
こ
と
か
更
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
翌
年
に
は
廃
止
さ
れ
た

（明

寄
　
治
五
年
太
政
官
布
告
第

一
〇
五
号
）
。
そ
の
後
、
明
治

一
人
年
に
専
売
特
許
条
例

（明
治

一
人
年
太
政
官
布
告
七
号
）
が
制
定
さ
れ
る

第
　
ま
で
、
わ
が
国
に
は
特
許
制
度
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
間
、
臥
雲
辰
致
の
ガ
ラ
紡
の
発
明
に
代
表
さ
れ
る
技
術
の
進
歩
な
ど
に
よ
っ

聯
　
恵
一
御
嚇
励
″
潮
蜘
激
膳
潮
紳
噂
鞘
期
卿
珈
効
申
曜
い
醐
漆
激
嗽
癖
嘘
礁
繊

法 ヵ、
ゅ
漕
膊
響
脚
韓
呻
魏
駒
醒
瑚
呻
桁
働
靭
嘩
業
隷
又
織

査 っ

敵
　
主
義
な
ど
の
特
許
付
与
の
制
度
は
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
争
う
た
め
の
特
許
無
効
手
続
の
規
定
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
た
だ
、

剛
　
同
条
例

一
四
条
に
よ
っ
て
、
①
特
許
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
定
め
た

「第
四
条
ノ
諸
頂
二
触
レ
タ
ル
コ
ト
ワ
発
見
シ
タ

ル
ト
キ
」
、
お
よ
び
②

「願
書
並
明
綱
書
図
面
等
二
相
違
ノ
事
実
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
ン
タ
ル
ト
キ
」
に
は

「専
売
特
許
無
効
二
帰
シ
其

特
許
証
フ
返
納
セ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
規
定
し
、
そ
し
て
同
条
例

一
六
条
に
よ
つ
て

「
…
専
売
特
許
無
効
二
帰
シ
タ
ル
ト
キ
…
ハ
農
商
務
省

ヨ
リ
之
ヲ
広
告
ス
ヘ
シ
」
と
実
体
面
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
審
判
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
特
許
無
効

手
続
の
規
定
が
な
い
こ
と
で
、
た
だ
ち
に
特
許
を
争
う
こ
と
自
体
が
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
専
売
特
許
条
例
が
特
許
無
効
を
判
定

す
る
機
関
を
特
に
定
め
な
か
っ
た
の
は
、
司
法
裁
判
所
が
こ
の
機
能
を
果
た
す
と
解
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
特
許
無
効

手
続
は
行
政
機
関
で
は
な
く
、
司
法
機
関
の
役
割
で
あ

っ
た
。
な
お
、
本
条
例
は
制
定
さ
れ
た
当
初
か
ら
改
正
が
予
定
さ
れ
、
そ
の
作

業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
明
治
二

一
年
に
は
改
正
が
行
わ
れ
た
。

２
　
明
治
二

一
年
特
許
条
例

明
治
二

一
年
に
制
定
さ
れ
た
特
許
条
例

（明
治
二

一
年
勅
令
第
八
四
号
）
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
専
売
特
許
条
例
で
は
設
け
ら
れ
な



か

っ
た
特
許
付
与
後
に
こ
れ
を
争
う
た
め
の
専
門
的
な
手
続
、
す
な
わ
ち
特
許
無
効
審
判
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、　
一
人
七
七

年
に
制
定
さ
れ
た
ド
イ
ツ
特
許
法
に
お
け
る
審
判
制
度
を
範
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
条
例
は
ま
ず
、　
一
〇
条
に
お
い
て

特
許
を
無
効
と
す
る
理
由
を
列
挙
し
、
そ
の
う
え
で
同
条
例

一
七
条
に
お
い
て

「特
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
発
明
第
十
条
二
該
ル
コ
ト
ヲ
発
見

シ
タ
ル
者

ハ
其
特
許
ヲ
無
効
ト
ス
ル
為
メ
特
許
局
二
審
判
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ワ
得
」
と
規
定
し
、
特
許
無
効
審
判
制
度
を
採
用
し
た
。

そ
し
て
、
特
許
無
効
審
判
の
請
求
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
特
許
局
長
が
審
判
長
と
な
り
、
二
人
以
上
の
審
判
官
と
合
議
し
て
審
判
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
た

（同
条
例

一
人
条
）
。
さ
ら
に
、
同
条
例

一
九
条
で

「特
許
局
ノ
審
判
二
姑
シ
テ
ハ
不
服
ヲ
申
立
テ
裁
判
所
二
訴
フ

ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
特
許
局
の
審
判
が
最
終
審
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
専
売
特
許
条
例
で
は
認
め
ら
れ
て
い
た
裁
判

所
に
対
す
る
不
服
申
立
て
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま

つ
た
。
そ
の
立
法
理
由
と
し
て
は
、
本
来
は
特
許
無
効
の
判
断
は
通
常
の
裁
判
所
が
行

う
べ
き
民
事
訴
訟
事
件
で
あ
る
が
、
①
そ
の
判
断
は

一
種
の
専
門
に
属
す
る
事
柄
で
あ

っ
て
、
通
常
の
裁
判
所
が
審
理
判
断
す
る
こ
と

が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
、
②
こ
の
こ
と
か
ら
ド
イ
ツ
で
は
特
許
局
で
取
り
扱

っ
て
お
り
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
裁
判
所
が
扱

っ

て
い
る
も
の
の
こ
れ
を
不
便
と
覚
知
し
て
い
る
と
い
う
比
較
法
的
理
由
、
お
よ
び
③
当
時
の
民
度
か
ら
す
れ
ば
上
訴
は
必
要
と
は
い
え

な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

３
　
明
治
三
二
年
特
許
法

し
か
し
、
明
治
三
二
年
法

（明
治
三
二
年
法
律
第
三
六
号
）
で
は

「第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
十
九
条
及
第
三
十
条
ノ
請
求
ニ
ヨ
ル

審
決
二
対
シ
不
服
ア
ル
者
ハ
其
ノ
審
決
力
法
律
ヲ
適
用
セ
ス
又
ハ
不
当
二
適
用
シ
タ
ル
コ
ト
フ
理
由
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
限
り
審
決
書
到

達
ノ
日
ヨ
リ
六
十
日
以
内
二
大
審
院
二
出
訴
ス
ル
コ
ト
フ
得
」
と
規
定
し
た

（同
法
二
五
条

一
項
）
。
す
な
わ
ち
、
①
先
発
明
の
決
定
、

②
権
利
範
囲
の
確
認
、
お
よ
び
③
特
許
無
効
の
審
決
に
対
し
て
不
服
の
あ
る
者
に
そ
の
審
決
の
法
律
不
適
用
ま
た
は
不
当
な
適
用
を
理

五
九
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六
〇

由
と
す
る
場
合
に
限

つ
て
、
大
審
院
に
出
訴
す
る
途
を
再
び
開
い
た
。
そ
し
て
、
＞」
の
訴
え
お
よ
び
裁
判
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
法

（明

治
三

一
年
法
律
第

一
一
号
）
の
上
告
お
よ
び
そ
の
裁
判
に
関
す
る
規
定
が
大
幅
に
準
用
さ
れ
た

（同
条
二
頂
）。
ま
た
、
大
審
院
に
お

い
て
出
訴
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
原
審
決
を
破
棄
し
て
さ
ら
に
審
判
を
行
わ
せ
る
た
め
に
事
件
を
特
許
局
に
差
し
戻
す
こ
と

と
し

（同
法
三
六
条

一
項
）
、
大
審
院
に
お
い
て
裁
判
を
な
す
に
あ
た
り
法
律
の
点
に
付
表
し
た
意
見
は
そ
の
事
件
に
関
し
特
許
局
を

覇
束
す
る
も
の
と
さ
れ
た

（同
条
二
項
）。
そ
の
他
に
も
、
特
許
局
に
お
い
て
審
判
す
べ
き
事
件
は
審
判
官
三
人
ま
た
は
五
人
を
も

つ

て
審
判
し
、
そ
の
中
の

一
人
を
審
判
長
に
選
任
す
べ
き
こ
と

（同
法
三
二
条

一
項
）
、
審
判
請
求
書
お
よ
び
審
判
の
審
決
に
は
理
由
を

付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

（同
法
三
三
条

一
項
、
三
二
条
二
項
）
、
審
判
長
は
職
権
ま
た
は
当
事
者
漑
方
の
申
立
て
に
よ

っ
て
日

頭
審
判
を
開
く
こ
と
が
で
き

（同
法
三
三
条
四
項
）
、
こ
の
場
合
に
は
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

（同
条
五
項
）
、
答
弁
書
お
よ

び
弁
駁
書

（同
条
二
項
、
一二
頂
）
、
な
ら
び
に
当
事
者
が
指
定
期
間
内
に
答
弁
書
等
を
提
出
し
な
か
っ
た
り
弁
論
期
日
に
出
頭
し
な
か
っ

た
と
き
に
は
審
判
長
は
相
手
方
の
意
見
を
聴
い
て
審
判
を
集
結
す
る
こ
と
が
で
き
る

（同
法
三
四
条
）
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
旧
憲
法
六

一
条
で
は

「行
政
官
庁
ノ
違
法
処
分
二
由
り
権
利
ヲ
傷
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
訴
訟
ニ
シ
テ
別
二
法
律
ヲ
以

テ
定
メ
タ
ル
行
政
裁
判
所
ノ
裁
判
二
属
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
司
法
裁
判
所
二
於
テ
受
理
ス
ル
ノ
限
二
在
ラ
ス
」
と
規
定
さ
れ
、
行
政
事
件
の

訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
大
審
院
を
頂
点
と
し
た
刑
事
事
件
お
よ
び
民
事
事
件
を
処
理
す
る
司
法
裁
判
所
と
は
別
系
統
の
行
政
裁
判
所

が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
行
政
裁
判
所
は
、
東
京
に
設
置
さ
れ
、　
一
審
に
し
て
終
審
の
審
理
を
行

っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
特
許
無
効
の

審
決
を
下
し
た
の
は
特
許
局
と
い
う
行
政
庁
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
不
服
申
立
て
を
行
政
裁
判
所
で
は
な
く
、
大
審

院
に
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
明
治
四
二
年
の
特
許
法
改
正
の
際
、
衆
議
院
委
員
会
の
場
で
衆
議
院

議
員
花
井
卓
蔵
と
特
許
局
長
中
松
盛
雄
を
中
心
と
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
時
系
列
的
に
は
先
取
り
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
明
治
四
二
年
改
正
に
際
し
て
の
議
論
の
展
開
を
み
て
み
た
い
。



特許無効手続の歴史的考察

「○
花
井
卓
蔵
君
　
特
別
ノ
審
判
、
ソ
レ
ニ
対
ス
ル
上
訴
ノ
手
続
、
是

ハ
甚
ダ
不
詮
索
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
外
国
ノ
エ
業
所
有
権
二
関
ス

ル
法
律
中
二
斯
ノ
如
キ
事
例
ハ
幾
ツ
モ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
純
理
ヨ
リ
申
シ
マ
ン
タ
ナ
ラ
バ
特
許
卜
云
ヘ
ル
行
政
上
ノ
許
可
、
其

行
政
上
ノ
許
可
ノ
当
否
フ
争
フ
テ
審
判
ヲ
受
ク
ル
、
併
ナ
ガ
ラ
依
然
タ
ル
行
政
上
ノ
許
可
タ
ル
フ
失

ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
、
ソ
レ
ガ
大
審

院
二
上
訴
シ
テ
審
決
ノ
不
当
ヲ
鳴
ラ
ス
、
斯
ノ
如
キ
ノ
事
例
ハ
何
レ
ノ
法
律

ニ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
カ
、
語
ヲ
換

ヘ
テ
言
ヘ
バ
行
政

事
項
ヲ
私
法
裁
判
所

二
持

ッ
テ
行

ッ
テ
救
済
ヲ
求
メ
得
ベ
キ
ガ
如
キ
規
定
ガ
、
何
レ
ノ
国
ニ
カ
存
在
致
シ
テ
居
ル
デ
ア
ラ
ウ
カ
、
日
本

ノ
現
行
法
カ
ラ
解
釈
シ
テ
見
マ
ス
レ
バ
国
法
ノ
上
カ
ラ
解
釈
シ
テ
ミ
マ
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
寧
口
此
救
済
権
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
民
法
裁
判
所
デ

ナ
ク
シ
テ
、
行
政
裁
判
所
ノ
方
二
行
ク
ノ
ガ
或

ハ
当
然
ノ
順
序
デ
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
ト
私
ハ
考
ヘ
テ
イ
ル
ノ
デ
ア
ル
…
」

「○
政
府
委
員

（中
松
盛
雄
君
）

此
審
判
ノ
方

二
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
大
抵
各
国
デ
ハ
多
ク
ハ
其
裁
判
所
デ
ヤ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
特

許
局
デ
ナ
ク
シ
テ
寧
口
裁
判
所
デ
ヤ
ル
方
ガ
多
ウ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
…
独
逸
二
於
テ
審
決
ハ
何
処
二
上
訴
ス
ル
カ
ト
云
フ
ト
帝
国
裁
判
所

ニ

ス
ル
、
ヤ
ハ
リ
普
通
ノ
裁
判
所

ニ
ヤ
ル
、
ヤ
ハ
リ
独
逸
ノ
立
法
二
倣
ッ
テ
日
本
ガ
此
大
審
院
二
行
ク
ト
ン
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
…
」

「○
花
井
卓
蔵
君
　
・‥
独
逸
ノ
帝
国
裁
判
所

ハ
行
政
事
件
卜
云
フ
モ
ノ
モ
裁
判
ス
ベ
キ
ト
ナ
ッ
テ
居
ル
…
日
本
ニ
ハ
行
政
た
分
二
対

シ
テ
ハ
格
段
ナ
ル
憲
法
ノ
規
定
二
終
テ
、
行
政
裁
判
所
二
出
訴
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
ト
此
様
二
定
メ
テ
ア
ル
ニ
拘
ラ
ズ
、
特
許
―
別
言
セ
バ

行
政
上
ノ
許
可
、
ソ
レ
ニ
不
服
デ
ア
ッ
タ
場
合
二
正
則
二
行
政
裁
判
所

二
行
カ
ズ
ン
テ
変
則
二
大
審
院
二
行
ク
ト
云
フ
事
柄

ハ
随
分
私

ハ
訂
シ
ナ
モ
ノ
デ
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
ト
思
フ
…
何
故
行
政
裁
判
所
ニ
ヤ
ラ
レ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
カ
、
行
政
処
分
デ
ア
ル
ケ
レ
ド
モ
此
分
ダ
ケ

ハ
特
殊
ノ
行
政
処
分
ト
ミ
ラ
レ
ル
カ
、
或

ハ
之
ヲ
以
テ
私
権
ヲ
設
定
ス
ベ
キ

一
ツ
ノ
行
為
卜
見
テ
行
政
処
分
デ
ハ
ナ
イ
ト
云
フ
御
趣
意

二
取
ラ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
カ
、
私
ハ
此
工
業
所
有
権

ハ
観
察
二
於
テ
ハ
私
権
ノ
設
定
、
私
権
主
義
ノ
主
張
ヲ
立
テ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
ハ
ナ

イ
ト
思
ヒ
マ
ス
…
工
業
所
有
権

ハ
行
政
ノ
授
ケ
タ
ル
許
可
、
若
ク
ハ
自
由
卜
云
フ
事
柄
二
見
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
ル
カ
或

ハ
既
二
授
ケ
タ
以

上
ハ
民
法
上
ノ
私
権
ナ
リ
ト
御
解
釈
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
…
」
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「○
政
府
委
員

（中
松
盛
雄
君
）
…
特
許
権
ハ
私
権
卜
之
ヲ
見
微
シ
テ
居
リ
マ
ス
…
殆
ド
特
許
局
卜
云
フ
ノ
ハ
便
宜
上
ノ
話
デ
ア
リ

マ
シ
テ
…
私
権
二
関
ス
ル
モ
ノ
デ
ス
カ
ラ
之
フ
大
容
院
へ
出
訴
セ
シ
メ
テ
不
都
合
ナ
コ
ト
ハ
ナ
イ
…
」

「○
花
井
卓
蔵
君
　
・‥
政
府
ノ
言
フ
如
ク
民
法
上
ノ
私
権
主
義
ナ
リ
ト
セ
バ
特
許
局
ヲ
廃
止
ニ
ナ
ッ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
民
事
裁
判
所
デ

総
テ
取
扱
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為
サ
ッ
タ
方
ガ
、
私
権
ヲ
保
護
ス
ル
裁
判
制
度
ノ
上
カ
ラ
正
シ
ク
ハ
ア
ル
マ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ

ス
‥
止

・‥

「○
花
井
卓
蔵
君
　
・‥
民
事
ノ
裁
判
問
題
ヲ
特
許
局
二
終
テ
為
ス
コ
ト
ハ
許
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
デ
ア
ル
…
換
言
セ
バ
行
政
権
二
委

ネ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
詐
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
デ
ア
ル
コ
ト
ヲ
本
院
デ
認
メ
ラ
レ
テ
…
是
ハ
民
事
ノ
事
件
ヲ
即
チ
私
権
ノ
争
ヲ
特
許
局
ナ

ル
行
政
権
二
授
ケ
ル
ト
云
フ
案
デ
ア
リ
マ
ス
…
工
業
所
有
権
ナ
ル
私
権
二
関
ス
ル
大
問
題
ヲ
行
政
権
二
委
セ
ラ
レ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
裁
判

権
ヲ
行
政
権
二
委
ヌ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
甚
ダ
不
穏
当
卜
思
ヒ
マ
ス
…
」

「○
政
府
委
員

（織
田

一
君
）

特
許
権
フ
付
与
サ
レ
タ
以
上
ハ
、
特
許
権

ハ
何
デ
ア
ル
カ
ト
言
ヒ
マ
ス
レ
バ
私
権
二
違
ヒ
ナ
イ
デ

権
利
ヲ
侵
害
サ
レ
又
ハ
ソ
レ
ニ
付
テ
利
益
ヲ
害
シ
タ
ト
斯
ク
云
フ
ト
キ
ニ
ハ
、
裁
判
所
二
行
ク
コ
ト
ニ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
唯
此
私
権

ヲ
与
ヘ
ル
行
為
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
、
行
政
行
為
デ
決
シ
テ
司
法
上
ノ
問
題
デ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
故
二
特
許
法
ガ
別
二
設
テ
ア
リ

マ
ス
」

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
特
許
を
付
与
す
る
行
為
自
体
は
行
政
処
分
で
あ
る
が
、
い
つ
た
ん
付
与
さ
れ

た
特
許
権
は
私
権
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
私
権
を
め
ぐ
る
紛
争
は
行
政
事
件
で
は
な
く
民
事
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
解
決
は
司

法
裁
判
所
に
馴
染
む
。
そ
し
て
、
特
許
権
が
私
権
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
特
許
局
も
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
専
門
技
術
的
な
問
題
が
絡
ん
で
い
る
と
い
う
政
策
的
な
理
由
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。



特許無効手続の歴史的考察

４
　
明
治
四
二
年
特
許
法

明
治
四
二
年
法

（明
治
四
二
年
法
律
第
二
三
号
）
は
、
明
治
三
二
年
法
の
制
度
を
基
本
的
に
受
継
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加

え
て
抗
告
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
特
許
無
効
手
続
は
、
審
判

（同
法
六
九
条

一
項
）
、
抗
告
審
判

（同
法
人

一
条
）
、
大

審
院
出
訴

（同
法
人
五
条
）
と
進
行
し
、
実
質
的
に
は
三
審
制
と
な

っ
た
。
本
改
正
は
、
こ
れ
ま
で
事
実
審
に
つ
い
て
は

一
度
の
審
判

し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
に
そ
の
不
服
を
審
理
す
る
抗
告
審
判
を
設
け
て
発
明
者
の
保
護
を
図
る
べ
き
と
い
う
当
業
者

や
発
明
者
の
要
望
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
審
院
出
訴
に
つ
い
て
は
、
「其
ノ
審
判
力
法
令

二
違
背
シ
タ
ル
コ
ト
フ
理
由
ト
ス
ル

場
合
二
限
り
」
認
め
ら
れ
、
そ
し
て
抗
告
審
判
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
そ
の
対
象
は
特
許
無
効
の
審
決
か
ら
抗
告
審
判
の
審
決
と
な

っ

た
。
ま
た
、
大
審
院
に
お
い
て
出
訴
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
原
審
決
を
破
棄
し
て
さ
ら
に
審
判
を
行
わ
せ
る
た
め
に
事
件
を

特
許
局
に
差
し
戻
す
旨
の
規
定
が
な
く
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
大
審
院
の
判
決
に
対
す
る
瑶
束
力
に
つ
い
て
も
、
「審
決
破
棄
ノ
基
本
ト

為
シ
タ
ル
理
由
」
に
つ
い
て
生
じ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
事
件

つ
い
て
特
許
局
を
拘
束
す
る
こ
と
と
な

っ
た

（同
法
人
五
条
二
項
）
。

ま
た
同
法
人
七
条
は
、
「特
許
ノ
効
力
又
ハ
特
許
権
ノ
範
囲
二
関
ス
ル
確
定
審
決
又
ハ
判
決
ノ
登
録
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
何
人
卜
雖
同

一
事
実
及
同

一
証
拠
二
基
キ
同

一
審
判
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ワ
得
ス
」
と
定
め
、　
一
事
不
再
理
の
原
則
を
採
用
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

無
効
手
続
に
関
与
し
て
い
な
い
第
三
者
に
姑
し
て
も
同

一
事
実
お
よ
び
同

一
証
拠
に
基
づ
く
特
許
無
効
審
判
請
求
を
封
じ
込
め
、
無
効

審
判
請
求
不
成
立
と
判
断
し
た
確
定
審
決
ま
た
は
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
無
効
審
判
の
請
求
人
に
つ
い
て
も

「審
判
官
又
ハ
利
害
関
係
人
二
限
り
」
請
求
で
き
る
こ
と
と
し
、
従
来
の
特
許
発
明
に
無
効
理
由
を
発
見
し
た
者
か
ら
限
定
さ
れ
て
い

る

（同
法
六
九
条
二
項
）。

エハ
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六
四

５
　
大
正

一
〇
年
特
許
法

大
正

一
〇
年
法

（大
正

一
〇
年
法
律
第
九
六
号
）
で
は
、
特
許
無
効
審
判
の
請
求
に
つ
い
て
、
特
許
登
録
の
日
か
ら
五
年
間
、
後
発

的
無
効
理
由
に
つ
い
て
は
そ
の
発
生
の
翌
日
か
ら
五
年
間
の
除
斥
期
間
が
設
け
ら
れ
た

（同
法
人
五
条
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
除
斥
期
間

経
過
後
は
、
特
許
は
、
い
か
な
る
重
大
な
無
効
理
由
が
存
在
し
た
と
し
て
も
存
続
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
拒
絶
査
定
に
つ

い
て
の
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
も
、
「査
定
又
ハ
審
判
ノ
審
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
不
服
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
査
定
又
ハ
審
決
ノ
送
達
フ
受
ケ

タ
ル
日
ヨ
リ
三
十
日
以
内
二
抗
告
審
判
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
フ
得
」
と
規
定
し
、
再
審
査
制
度
が
廃
止
さ
れ
代
わ
っ
て
直
接
に
抗
告
審
判

を
請
求
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（同
法

一
〇
九
条
）。
そ
し
て
（
無
効
審
判
の
手
続
と
同
様
に
、
抗
告
審
判
の
審
決
に
対
す
る
不
服
申
立

て
と
し
て
大
審
院
へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
た

（同
法

一
一
五
条
）。
こ
の
よ
う
に
出
訴
の
途
が
開
か
れ
た
の
は
、
従
来
の
特
許
出
願
の

拒
絶
査
定
を
争
う
査
定
系
の
審
判
の
最
終
審
は
特
許
局
に
お
い
て
行
う
抗
告
審
判
で
あ
り
、
他
方
、
当
事
者
系
の
審
判
の
最
終
機
関
は

大
審
院
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
、
両
者
の
間
で
法
律
上
の
解
釈
に
関
し
て
統

一
を
欠
い
た
こ
と
に
基
づ
く
。

〓
一　
戦
後
の
制
度
改
革

１
　
日
本
国
憲
法
制
定
の
影
響

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
は
、
旧
憲
法
五
七
条
に
お
け
る

「裁
判
所
ノ
構
成
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
フ
定
ム
」
と
の
規
定
に
基
づ
い
て
裁
判

所
構
成
法
が
制
定
さ
れ
、
大
審
院
を
中
心
と
す
る
裁
判
制
度
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
後
に
は
連
合

国
最
高
司
令
官
の
指
示
に
よ
っ
て
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
＞」
の
憲
法
改
正
作
業
と
並
行
し
て
司
法
制
度
も
抜
本
的
に
改
革
さ
れ
た
。

日
本
国
憲
法
で
は
、
第
六
章

「司
法
」
に
お
い
て
、
三
権
分
立
の
理
念
に
基
づ
く
新
た
な
裁
判
制
度
が
規
定
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
を
中
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心
に
据
え
た
司
法
権
の
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
憲
法
七
六
条
で
は
、
司
法
権
が
最
高
裁
判
所
お
よ
び
下
級
裁
判
所
に
属
す
る

こ
と
、
特
別
裁
判
所
の
設
置
を
禁
止
す
る
こ
と
、
お
よ
び
行
政
機
関
に
よ
る
終
審
と
し
て
の
裁
判
を
禁
止
す
る
こ
と
を
定
め
、
そ
し
て

憲
法
三
二
条
で
は
、
何
人
も
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
を
定
め
た
。
こ
れ
に
と
も
な

っ
て
、
旧
憲
法
下
の
大
審
院
や
行

政
裁
判
所
は
否
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
新
憲
法
下
で
の
裁
判
組
織
を
整
備
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
法

（昭
和
三
二
年
法
律
第
五
九

号
）
お
よ
び
裁
判
所
施
行
法

（昭
和
三
二
年
法
律
第
六
〇
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。

従
来
、
抗
告
審
判
の
審
決
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
審
決
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
審
決
の
法
律
違
反
を
理
由
と
す
る
場
合
に
限
り
、

審
決
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
で
あ
れ
ば
大
審
院
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
た

（大
正

一
〇
年
特
許
法

一
一
五
条
）
。
ゆ

え
に
、
大
容
院
の
廃
止
に
伴

っ
て
こ
の
規
定
を
改
め
る
必
要
性
が
生
じ
、
さ
ら
に
新
憲
法
下
で
の
司
法
的
救
済
に
つ
い
て
は
、
法
律
問

題
の
み
な
ら
ず
事
実
問
題
に
つ
い
て
も
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
事
実
審
裁
判
所

へ
の
不
服
申
立
て
も
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
法
施
行
法
七
条
は
、
口
」
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
外
、
裁
判
所
及
び
こ
の
法
律
の
施
行

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て

「裁
判
所
法
施
行
法
に
基
づ
く
特
許
法
の
変
更
適

用
に
関
す
る
件
災
昭
和
三
二
年
政
令
第
三
二
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
同
政
令
は
、
以
下
の
と
お
り
規
定
す
る
。

「特
許
法
の
規
定
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
は
、
左
の
よ
う
に
変
更
し
て
こ
れ
を
適
用
す
る
。

一　

抗
告
審
判
の
審
決
に
姑
す
る
訴
は
、
審
決
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
東
京
高
等
裁
判
所
に
こ
れ
を
提
起
す
る
も
の

と
す
る
。

一
一　
抗
告
審
判
の
審
判
官
又
は
審
判
長
の
決
定
に
対
す
る
抗
告
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
こ
れ
を
す
る
も
の
と
す
る
。
」

六
五
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エハ
エハ

２
　
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
と
特
許
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

日
本
国
憲
法
の
施
行
に
伴
う
裁
判
制
度
の
改
正
の
際
に
は
、
行
政
事
件
の
訴
訟
に
つ
い
て
も
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
行

政
事
件
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
民
事
訴
訟
法
の
特
例
を
定
め
る
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法

（昭
和
二
三
年
法
律
第
人

一
号
）
が
制
定
さ
れ

た
。
同
法

一
条
は
、
「行
政
庁
の
違
法
な
処
分
の
取
消
又
は
変
更
に
係
る
訴
訟
そ
の
他
公
法
上
の
権
利
関
係
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
に
よ
る
の
外
、
民
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
も
の
と
規
定
し
、
そ
し
て
、
同
訴
え
の
際
に
は
訴
願
前
置
主
義
が

採
用
さ
れ
た

（同
法
二
条
）
。
さ
ら
に
、
同
訴
え
に
つ
い
て
は
、
被
告
適
格
を
他
の
法
律
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
処
分
庁
と
し

（同

法
三
条
）
、
そ
の
所
在
地
の
裁
判
所
に
対
し
て
六
ヶ
月
以
内
に
出
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た

（同
法
五
条
）
。

こ
れ
ら
の
制
度
改
正
に
関
連
し
て
、
特
許
制
度
も
そ
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
訴
訟
に
関
連
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
、
特

許
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
二
三
年
法
律
第

一
七
二
号
）
が
制
定
さ
れ
、
特
許
審
決
取
消
訴
訟
が
採
用
さ
れ
た
。
「特
許

法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
提
案
理
由
」
の
改
正
案
の
要
点
第
二
点
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
に
関
す
る
規
定
の
改
正
理
由
と
し
て
以
下

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
裁
判
制
度
の
改
正
並
び
に
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
の
制
定
に
関
連
し
ま
し
て
、
特
許
事
件
の
特

殊
性
に
鑑
み
、
訴
訟
に
関
す
る
規
定
を
改
正
し
て
、
必
要
な
関
係
条
文
を
整
備
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
特
許
局
の
処
分
に
関
す
る
訴

訟
に
も
、
民
事
訴
訟
及
び
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
が
原
則
的
な

一
般
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
主
と
し
て
技
術
的
判

断
を
内
容
と
す
る
特
許
事
件
等
の
特
殊
性
に
鑑
み
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の

一
般
法
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
特
別
法
的
規
定
を
特
許

法
等
四
法
の
中
に
設
け
ま
し
た
。
そ
の
趣
旨
と
す
る
処
は
、
さ
き
に
裁
判
所
法
施
行
法
に
基
い
て
発
せ
ら
れ
ま
し
た

『特
許
法
の
変
更

適
用
に
関
す
る
政
令
』
に
よ
つ
て
も
概
ね
既
に
認
め
ら
れ
て
お
る
処
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
際

一
層
明
確
に
、
現
わ
し
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
法
律
案
提
案
理
由
の
改
正
の
要
点
第
三
点
で
は
、
「特
許
局
に
お
け
る
抗
告
審
判
の
審
決
は
、
行
政
処
分
と
し
て
、
そ
れ
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自
体
で
確
定
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
東
京
高
等
裁
判
所
で
は
破
棄
自
判
を
す
る
こ
と
が
な
く
、
違
法
な
審
決
に
対
し
て

は
取
消
す
の
み
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
実
体
的
な
こ
と
は
審
決
確
定
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
の
で
、
判
決
の
確
定
を
要
件
と
す
る
必
要
が

な
く
な

っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」
と
し
、
さ
ら
に

「特
許
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
条
説
明
」
に
よ
れ
ば
、
「特
許
局
に
お

け
る
抗
告
審
判
の
審
決
は
、
行
政
処
分
と
し
て
、
そ
れ
自
体
で
確
定
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」
と
し
て
審
決
が
行
政
処
分
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
本
改
正
で
は
、
特
許
審
判
で
下
さ
れ
た
審
決
が
行
政
処
分
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
特
許
審
決
取
消
訴
訟
制
度
が

行
政
事
件
を
め
ぐ
る
訴
訟
制
度
の
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、
行
政
事
件
訴
訟
特

例
法
が
民
事
訴
訟
法
の
特
別
法
と
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の
特
別
法
と
し
て
の
地
位
に
お
か
れ
た
特

許
法
の
中
に
、
審
決
取
消
訴
訟
制
度
が
存
在
す
る
も
の
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
特
許
審
判
手
続
は
裁
判
手
続
で
は
な
く
行
政
手
続

で
あ
り
、
そ
こ
で
下
さ
れ
た
審
決
は
当
然
行
政
処
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
不
服
申
立
て
で
あ
る
東
京
高
等
裁
判
所

へ
の
審
決
取
消

訴
訟
の
提
起
は
行
政
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
の
で
あ
る
。

上
記
改
正
の
重
要
な
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
抗
告
審
判
の
審
決
ま
た
は
抗
告
審
判
請
求
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
す
る

（旧
法

一
二
人

条
２

一第

一
項
）
。

②
同
訴
え
は
、審
決
ま
た
は
決
定
の
送
達
の
日
か
ら
三
〇
日
以
内

（不
変
期
間
で
あ
る
。
）
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（同
条
二
項
、

三
楚
）。

③
審
判
ま
た
は
抗
告
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
関
す
る
訴
え
は
、
抗
告
審
判
の
審
決
に
対
す
る
訴
え
の
み
が
認
め
ら
れ

る

（同
条
四
頂
）。

六
七
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八

④
被
告
は
原
則
と
し
て
特
許
局
長
官
で
あ
る
が
、
抗
告
審
判
に
お
い
て
請
求
人
と
被
請
求
人
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
ま
た

は
被
請
求
人
を
被
告
と
す
る

（同
法

一
二
人
条
の
塑
）。

⑤
裁
判
所
が
請
求
を
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
審
決
ま
た
は
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
と
し
た
。
審
決
が
取
り
消
さ
れ
る
と
、

抗
告
審
判
に
お
い
て
、
い
ま
だ
審
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
抗
告
審
判
の
審
判
官
は
改
め

て
さ
ら
に
審
理
を
行

っ
て
審
決
を
下
す
こ
と
に
な
る

（同
法

一
二
人
条
の
五
）。
ま
た
、
審
判
官
は
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法

一
二

条
に
よ
り
、
裁
判
所
の
終
局
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
い
わ
ゆ
る
査
定
系
事
件
に
つ
い
て
は
特
許
庁
に
お
け
る
抗
告
審
判
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
お
け
る
審
決
取
消

訴
訟
、
最
高
裁
判
所

へ
の
上
告
と
い
う
三
審
制
、
他
方
、
い
わ
ゆ
る
当
事
者
系
事
件
に
つ
い
て
は
特
許
庁
に
お
け
る
審
判
、
抗
告
審
判
、

東
京
高
等
等
裁
判
所
で
の
審
決
取
消
訴
訟
、
そ
し
て
最
高
裁
判
所

へ
の
上
訴
と
い
う
四
審
制
と
な
っ
た
。

四
　
現
行
特
許
法

１
　
昭
和
三
四
年
特
許
法

（現
行
法
）

昭
和
三
四
年

（現
行
）
特
許
法

（昭
和
三
四
年
法
律
第

一
二

一
号
）
で
は
、
特
許
無
効
理
由
が
審
判
に
つ
い
て
定
め
る
同
法

一
二
三

条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
、
「特
許
が
次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
特
許
を
無
効
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
旧
法
五
七
条
が

「審
判
二
依
り
之
フ
無
効
ト
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
し
審
判
請
求
を
受
け
た
特

許
庁
が
特
許
を
無
効
と
で
き
る
と
し
て
い
た
よ
う
な
権
限
規
定
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
実
体
規
定
と
し
て
の
特
許
無

効
は
審
判
請
求
権
の
中
に
封
じ
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
、
抗
告
審
判
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
特
許
無
効
手
続
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
当
事
者
系
審
判
は
、
ま
ず
特
許

庁
に
お
け
る
審
判
、
次
い
で
東
京
高
等
裁
判
所
に
お
け
る
審
決
取
消
訴
訟
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
最
高
裁
判
所

へ
の
上
訴
が
な
さ
れ
る

と
い
う
、
三
段
階
制
度
と
な

っ
た
。
つ
ま
り
、
第

一
段
階
が
審
判
で
あ
る
も
、
実
質
的
に
は
三
審
制

へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
従
前
の
四
段
階
制
度

（四
審
制
に
よ
る
審
級
の
重
ね
す
ぎ
）
の
問
題
が
解
消
さ
れ
た
。
も

つ
と
も
三
審
制
と
は
い
え
、
特

許
庁
と
裁
判
所
と
の
間
で
の
事
件
関
係
書
類
の
送
付
お
よ
び
返
付
に
関
す
る
規
定
が
な
く
な
り
、審
級
的
連
続
性
を
有
し
な
く
な

っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
審
決
取
消
訴
訟
は
、
特
許
庁
の
下
し
た
審
決
と
い
う
行
政
処
分
の
取
消
訴
訟
で
あ
る
と
い
う
性
格
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

な
お
、
本
改
正
で
は
、
特
許
無
効
審
判
請
求
に
つ
い
て
の
除
斥
期
間
が
原
則
と
し
て
廃
止
さ
れ
、
そ
し
て
審
判
請
求
人
適
格
に
つ
い

て
の
規
定
が
廃
止
さ
れ
て
い
る

（同
法

一
二
三
条
、　
〓

一四
条
）
。

２
　
昭
和
三
四
年
特
許
法
以
降

昭
和
三
四
年
特
許
法
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
に
は
、
特
許
無
効
手
続
き
に
関
す
る
重
要
な
改
正
も
若
千
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①

平
成
五
年
改
正

（平
成
五
年
法
律
第
二
六
号
）
に
お
け
る
無
効
審
判
手
続
と
訂
正
審
判
手
続
に
つ
い
て
の
改
正
、②
平
成
六
年
改
正

（平

成
六
年
法
律
第

一
一
六
号
）
に
よ
る
付
与
前
異
議
制
度
の
廃
上
に
よ
る
付
与
後
異
議
制
度
の
新
設
、
③
平
成

一
五
年
改
正

（平
成

一
五

法
律
第
四
七
号
）
に
よ
る
同
異
議
制
度
と
無
効
審
判
制
度
と
の
統
合
、
④
平
成

一
六
年
改
正
に
よ
る
特
許
法

一
〇
四
条
の
三
の
新
設
、

お
よ
び
⑤
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法

（平
成

一
六
年
法
律
第
二
九
号
）
に
よ
る
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法

（平
成

一
六
年
法

律
第
二
九
号
）
に
よ
る
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
の
設
置
等
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
特
許
無
効
制
度
の
根
幹
を

変
更
す
る
よ
う
な
改
正
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
基
本
的
構
造
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
た
だ
、
④
に
よ
っ
て
、
行
政
争
訟
た
る
性
質
を
有

工兌
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す
る
と
さ
れ
た
特
許
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
紛
争
が
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
審
理
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
特
許
無
効

の
本
質
を
再
度
確
認
し
、
特
許
無
効
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
手
続
き
を
再
構
築
す
べ
き
時
期
が
到
来
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

五
　
お
わ
り
に

最
後
に
、
以
上
で
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

わ
が
国
で
特
許
制
度
が
誕
生
し
た
当
初
は
、
特
許
権
を
発
生
さ
せ
る
た
め
の
出
願
お
よ
び
審
査
な
ど
に
関
す
る
規
定
は
整
備
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
れ
を
争
う
た
め
の
特
別
な
規
定
は
い
ま
だ
整
備
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま

つ
た
く
特
許
の
無
効
を
争
う
余

地
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
特
許
無
効
手
続
は
司
法
裁
判
所
の
役
割
と
解
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
確
か
に
、
特
許
を
付
与

す
る
行
為
は
行
政
処
分
で
あ
り
、
そ
れ
を
争
う
手
続
は
行
政
事
件
手
続
で
あ
る
と
も
思
え
る
が
、
い
っ
た
ん
付
与
さ
れ
た
特
許
権
は
あ

く
ま
で
も
私
権
で
あ
り
、
私
権
を
め
ぐ
る
紛
争
は
行
政
事
件
で
は
な
く
民
事
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
解
決
は
司
法
裁
判
所
が
行

う
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
二

一
年
特
許
条
例
に
よ
り
、
裁
判
所

へ
の
不
服
申
立
て
は
で

き
な
い
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
特
許
無
効
審
判
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
特
許
権
を
め
ぐ
る
紛
争
を
審
理
す
る
際
に
は
、
専
門

技
術
的
な
判
断
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
便
宜
的
に
専
門
技
術
的
知
識
を
有
す
る
特
許
局
が
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
特
許
局
と
い
う
行
政
機
関
が
特
許
無
効
手
続
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
な
理
由
は
存
在
せ

ず
、
審
理
に
は
専
門
技
術
的
知
識
が
必
要
と
な
る
と
い
う
政
策
的

・
代
替
的
な
理
由
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
後
、
特
許
無
効

手
続
は
、
明
治
三
二
年
特
許
法
に
よ
り
大
容
院

へ
の
出
訴
の
途
が
再
び
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
明
治
四
二
年
特
許
法
で
は
抗
告
審
判

制
度
を
導
入
し
て
実
質
的
に
は
三
審
制
が
採
ら
れ
、大
正

一
〇
年
特
許
法
で
は
無
効
審
判
請
求
の
除
斥
期
間
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、徐
々
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に
特
許
無
効
手
続
が
制
度
的
に
確
立
し
て
い
く
。

し
か
し
、
特
許
無
効
手
続
に
対
し
て
、
戦
後
の
日
本
国
憲
法
の
制
定
お
よ
び
司
法
制
度
改
革
は
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
新
憲
法
下
で
の
司
法
救
済
は
法
律
問
題
に
加
え
て
事
実
問
題
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

か
ら
、
東
京
高
等
裁
判
所

へ
の
出
訴
を
可
能
と
す
る
た
め
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
最
初
に
行
わ
れ
る
特
許
無

効
手
続
で
あ
る
特
許
無
効
審
判
で
下
さ
れ
た
審
決
は
行
政
処
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
姑
す
る
不
服
申
立
て
で
あ
る
東
京
高
等
裁

判
所

へ
の
審
決
取
消
訴
訟
の
提
起
も
行
政
訴
訟
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
特
許
無
効
手
続
は
行
政
争
訟
で
あ
り
、
特
許
侵
害
訴
訟
で
特
許
の
有
効
性
が
問
題
と
な

っ
た
と
し
て
も
、
受
訴
裁
判
所

は
そ
の
審
理
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
考
え
が
固
定
観
念
化
さ
れ
て
し
ま

つ
た
。
し
か
し
、
キ
ル
ビ
ー
特
許
事
件
判
決
お
よ

び
特
許
法

一
〇
四
条
の
三
の
新
設
に
よ
っ
て
こ
の
固
定
観
念
が
破
ら
れ
、
特
許
無
効
手
続
の

一
部
は
民
事
訴
訟
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
特
許
無
効
の
審
理
判
断
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
も
そ
も
特
許
無
効
手
続
は
民
事
事
件
で
あ

り
本
来
的
に
は
司
法
裁
判
所
で
審
理
す
べ
き
と
考
え
た
戦
前
の
立
法
者
の
考
え
と
同

一
の
も
の
と
な

っ
た
。

と
こ
ろ
で
近
時
、
民
事
訴
訟
法
の
改
正
に
よ
る
知
的
財
産
事
件
の
管
轄
の
整
備

（民
事
訴
訟
法
六
条
、
六
条
の
二
）
、
お
よ
び
知
的

財
産
高
等
裁
判
所
の
設
置

（知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法
二
条
）
、
な
ら
び
に
専
門
委
員
制
度
の
導
入

（民
訴
九
二
条
の
二
以
下
）

お
よ
び
裁
判
所
調
査
官
の
権
限
拡
大

（同
法
九
二
条
の
人
以
下
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
も
専
門
技
術
的
な
知
見
を
要
す
る
事
件
、

と
く
に
知
的
財
産
事
件
を
審
理
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ダ
ブ
ル
ト
ラ
ッ
ク
制
度
を
解
消
す
る
た
め
、
裁
判
所
（と

く
に
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
）
を
軸
と
し
た
新
た
な
知
的
財
産
紛
争
処
理
制
度
の
改
革
の
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ダ
ブ

ル
ト
ラ
ッ
ク
解
消
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

七

一
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（１
）
た
と
え
ば
、
牧
野
利
秋
ほ
か

「座
談
会
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法
及
び
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
知
財

管
理
五
五
巻
四
号
四
七
四
買

（二
〇
〇
五
Ｘ
作
田
康
夫
発
言
〕、
高
部
員
規
子

「特
許
法

一
〇
四
条
の
三
を
考
え
る
」
知
的
財
産
法
政
策

学
研
究

一
一
号

一
四
二
頁

（
二
〇
〇
六
）
、
同

「知
的
財
産
訴
訟
　
今
後
の
課
題

（上
と

Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
五
九
号

一
七
買

（二
〇
〇
七
）、
村

林
隆

一
「特
許
無
効
審
判
制
度
と
特
許
侵
害
訴
訟
制
度
と
の
重
複
審
理
―
ダ
ブ
ル
ト
ラ
ッ
ク
の
解
消
―
」
知
財
ぷ
り
ず
む
六
巻
六
四
号
八

買

（二
〇
〇
八
）。

（２
）
他
に
歴
史
的
考
察
を
行
う
も
の
と
し
て
、
網
野
誠

「わ
が
国
の
工
業
所
有
権
法
に
お
け
る
審
判
制
度
の
沿
革
」
工
業
所
有
権
法
学
会
年

報
五
号

一
一
九
買

（
一
九
八
三
）、
君
嶋
祐
子

「
特
許
無
効
と
そ
の
手
続

（
一
と

法
学
研
究
六
人
巻

一
二
号

一
九
六
買

（
一
九
九
五
）
、

大
測
哲
也

『審
決
取
消
訴
訟
基
本
構
造
論
文
有
斐
閣

・
二
〇
〇
三
）

一
三

一
買
が
あ
る
。

（３
）
特
許
庁
編

『工
業
所
有
権
制
度
百
年
史

（上
巻
送
（発
明
協
会

。
一
九
人
四
）

一
九
東
。

（４
）
特
許
庁

・
前
掲
注
（３
Ｘ
一〇
頁
。

（５
）
な
お
、
特
許
法
は
明
治

一
八
年
に
制
定
さ
れ
た
が
、
民
法
は
こ
の
一
一
年
後
の
明
治
二
九
年
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
特
許
制

度
が
産
業
政
策
的
要
素
が
強
い
制
度
で
あ
る
た
め
、
と
り
あ
え
ず
つ
く
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
、
民
法
は
私
法
大
系
の
根
幹
を

規
定
す
る
た
め
十
分
な
議
論
の
う
え
で
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く

（中
山
信
弘

「知
財
制
度
改
革
の
現
状
と
将
来
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
八
五
号

六
頁

（二
〇
〇
四
し
。

（６
）
ま
た
、
同
条
例

一
五
条
は

「専
売
特
許
証
ノ
日
付
ヨ
リ
ニ
年
ヲ
経
テ
其
発
明
ヲ
実
施
公
行
セ
ス
又
ハ
事
故
ヲ
届
出
ス
ン
テ
ニ
年
間
之
ヲ

中
止
シ
タ
ル
ト
キ
」
お
よ
び

「専
売
特
許
ノ
発
明
品
ヲ
外
国
ヨ
リ
輸
入
シ
テ
之
ヲ
販
売
シ
タ
ル
ト
キ
」
に
は
専
売
権
が
失
わ
れ
る
と
規
定

し
て
い
た
。

（７
）
清
瀬

一
郎

『特
許
法
原
理
女
巖
松
堂

・
一
九
二
三
）
四
四
三
頁
。

（８
）
清
瀬

。
前
掲
注
（７
）
四
四
四
頁
。

（９
）
な
お
、
審
判
第

一
号
は
、
明
治
二
二
年
三
月
七
日
に
請
求
さ
れ
同
年
七
月
二
日
に
審
決
が
下
さ
れ
た
無
効
審
判
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
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は
、
特
許
第
二

一
号

（写
真
絵
及
石
版
画
の
着
色
法
）
の

「特
許
を
請
求
す
る
区
域
」
第

一
項
が
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
審
決

第

一
号
は
特
許

一
二
六
九
号

（機
械
弓
矢
）
に
つ
い
て
明
治
三
二
年
三
月

一
九
日
に
審
判
三
号
と
し
て
請
求
さ
れ
た
拒
絶
査
定
不
服
審
判

で
あ
り
、
同
年
五
月

一
七
日
に
審
決
が
下
さ
れ
て
い
る

（鈴
木
伸
夫

「
日
本
特
許
制
度
概
史
（２
）―
専
売
特
許
条
例
と
特
許
条
例
―
」
特

許
研
究
二
四
号
三
二
頁
、
四

一
頁

（
一
九
九
七
》
。

（１０
）
特
許
条
例
で
は
、
拒
絶
査
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ま
ず
特
許
局
に
不
服
理
由
書

を
差
し
出
し
て
特
許
局
審
査
官
に
よ
る
再
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

（同
条
例

一
二
条
）
、
さ
ら
に
こ
の
再
審
査
に
不
服
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
特
許
局
に
審
判
を
請
求
す
る
こ
と

（同
条
例

一
五
条
）
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
特
許
局
に
対
し
て
は
不
服
申
立
て

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
法

一
九
条
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
無
効
審
判
制
度
と

同
様
で
あ
る
。

（１１
）
高
橋
是
清
の
自
伝
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
「特
許
局
長
は
農
商
務
大
臣
の
部
下
で
は
な
い
か
、
そ
の
部
下
の
役
人
が
、
上
長
大
臣
の
与
え

た
特
許
証
を
審
判
す
る
く
ら
い
ま
で
は
よ
い
が
、
＞」
れ
を
も
っ
て
最
終
審
と
す
る
の
は
不
都
合
で
あ
」
り
、特
許
の
有
効
性
に
関
す
る

「最

終
決
は
回
法
の
定
む
る
大
原
則
に
従

っ
て
当
然
大
審
院
で
下
す
べ
き
も
の
だ
」
と
す
る
井
上
毅
に
姑
し
て
、
高
橋
是
清
は

「
日
本
の
特
許

裁
判
は
い
ま
だ
過
渡
期
で
あ
っ
て
、　
一
般
裁
判
官
の
頭
が
進
ん
で
く
る
か
、
民
間
に
参
考
人
と
し
て
十
分
な
る
技
術
者
が
た
く
さ
ん
現
出

す
る
ま
で
は
特
許
局
長
の
審
判
に
ま
つ
の
必
要
が
あ
る
」
と
力
説
し
て
い
る

（高
橋
是
清

（上
塚
司
編
当
高
橋
是
清
自
伝

（上
産
（中
央

公
論
新
社

・
一
九
七
六
）
二
六
二
買
）。
ま
た
、
高
橋
是
清

「我
國
特
許
制
度
の
起
因
」
工
業
所
有
権
研
修
所
研
究
室

「高
橋
是
清
遺
稿

（１
）」
特
許
研
究
二
七
号
四
九
頁

（
一
九
九
九
）
参
照
。

（・２
ヽ
第
十
人
条
第
十
九
条
第
二
十
条
ハ
新
設
二
係
レ
リ
抑
モ
現
行
条
例
二
胎
テ
ハ
特
許
証
主
ノ
権
利
互
二
抵
触
ス
ル
場
合
二
終
テ
其
権
利
ヲ

確
定
ス
ル
コ
ト
及
特
許
無
効
ヲ
処
分
ス
ル
コ
ト
ハ
司
法
裁
判
所
之
ヲ
行
フ
ノ
精
神
ナ
リ
ト
雖
モ
元
来
特
許
二
関
ス
ル
事
タ
ル
全
ク

一
種
ノ

専
門
二
属
シ
尋
常
ノ
裁
判
所
二
胎
テ
審
理
判
定
ス
ル
ハ
極
メ
テ
困
難
ノ
事
タ
リ
故
ヲ
以
テ
独
逸
国
二
胎
テ
ハ
此
等
ノ
事
ヲ
普
通
ノ
裁
判
所

二
任
セ
ス
シ
テ
特
許
事
務
ヲ
専
掌
ス
ル
所
ノ
特
許
局
二
僚
テ
之
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
ゝ
セ
リ
而
シ
テ
米
国
二
在
テ
ハ
司
法
裁
判
所
二
終
テ
之
ヲ

七
三
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取
扱
フ
ノ
制
ナ
リ
ト
雖
モ
多
年
ノ
経
験
二
由
り
其
ノ
小
便
ヲ
覚
知
シ
タ
ル
フ
以
テ
特
許
局
二
僚
テ
之
ヲ
取
扱
フ
ノ
制
二
改
ム
可
キ
コ
ト
ハ

数
年
来
国
会
ノ
問
題
ト
ナ
レ
リ
夫
レ
欧
米
ノ
如
キ
司
法
事
務
ノ
整
頓
セ
ル
回
二
在
テ
ス
ラ
尚
且
之
ヲ
特
許
局
二
任
ス
ル
ヲ
以
テ
便
ト
セ
リ

況
ン
ヤ
司
法
事
務
ノ
未
夕
全
ク
整
頓
セ
ル
ル
我
邦
二
胎
テ
オ
ヤ
是
レ
第
十
八
条
及
第
十
九
条
ヲ
必
要
ト
ス
ル
所
以
ナ
リ
而
ン
テ
第
二
十
条

ヲ
設
ケ
ル
所
以
ハ
其
不
服
者
ニ
ハ
尚
上
訴
ヲ
詐
ス
可
キ
ヨ
ト
回
ヨ
リ
至
当
ナ
リ
ト
雖
モ
吾
邦
今
日
ノ
民
度
二
在
テ
ハ
敢
テ
其
必
要
ナ
カ
ル

ヘ
キ
カ
故
二
姑
ク
特
許
局
ノ
審
判
ヲ
以
テ
最
終
ノ
裁
判
ト
シ
不
服
上
訴
ハ
之
ヲ
許
サ
ゝ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
依
ル
ナ
リ
ス
『特
許
条
例
ヲ
定

ム
女
日
立
公
文
書
館
蔵

「公
文
類
衆
第

一
二
編
明
治
二
一
年
第
四
九
巻
民
業
抗
業
附
三
、
工
事
三
七
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
資
料
で
あ
る
。
）
の
特
許
条
例
に
つ
い
て
の

「説
明
書
」
の
第
十
人
条
第
十
九
条
第
二
十
条
の
説
明
部
分
）。

（‐３
）
も
つ
と
も
、
拒
絶
査
定
に
射
し
て
は
、
明
治
二
一
年
特
許
条
例
の
場
合
と
同
様
に
特
許
局
の
審
判
が
最
終
審
で
あ
り
、
出
訴
の
途
は
い

ま
だ
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

（・４
）
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
に
つ
い
て
は
、
「別
二
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
ル
」
こ
と
と
さ
れ
、
「行
政
庁
ノ
違
法
処
分
二
関
ス
ル
行
政
裁
判
ノ
件
」

（明
治
二
三
年
法
律
第

一
〇
六
号
）
な
ど
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
極
め
て
限
ら
れ
た
場
合
に
し
か
そ
の
途
は
開
か
れ
て
は
い
な

か
っ
た
。

（・５
）
明
治
四
二
年
二
月

一
一
日
第
二
五
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
録
特
許
法
改
正
法
律
案
外
三
件
委
員
会
議
録
第
三
回
第
五
類
第
三
六
号

一
一

頁
。

（‐６
）
本
法
に
お
い
て
審
判
は
第

一
審
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
審
判
官
の
構
成
は
三
人
の
合
議
体
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た

（同
法
七
二
条
）
。

（‐７
）
本
法
に
お
い
て
も
、
拒
絶
査
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
は
再
審
査

（六
五
条
）
、
抗
告
審
判

（人

一
条
）
に
限
定
さ
れ
、
大
審
院
へ
の

出
訴
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

（八
五
条

一
項
た
だ
し
書
き
）。
結
局
、
審
判
か
ら
抗
告
審
判
に
代
わ
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
基
本
的
審
級
構

造
は
明
治
三
二
年
法
と
同
様
で
あ
る
。

（‐８
）
明
治
四
二
年
三
月
二
二
日
第
二
五
回
帝
国
議
会
貴
族
院
特
許
法
改
正
案
外
三
件
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第

一
号
三
頁

〔中
松
盛
雄
発

一一一一口〕。
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（‐９
）
請
求
不
成
立
の
確
定
審
決

。
判
決
に
の
み

一
事
不
再
理
の
効
力
が
及
ぶ
の
は
、
特
許
無
効
の
審
決

・
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
は
再
度

無
効
審
判
の
請
求
を
す
る
意
義
が
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。

（２０
）
そ
の
理
由
と
し
て
、
貴
族
院
議
事
録

。
前
掲
注
（１８
ビ
一買
は

「利
害
関
係
ナ
ク
テ
モ
、
兎
角
ア
ノ
特
許
ハ
不
都
合
ダ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
理

由
二
依
テ
審
判
請
求
ヲ
到
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
ハ
頗
ル
特
許
権
者
二
対
シ
テ
ハ
迷
惑
ナ
話
、
何
等
損
害
ヲ
受
ケ
ナ
イ
者
カ
ラ
審
判

請
求
ガ
出
来
テ
、
矢
張
り
仏
蘭
西
ノ
如
キ
弊
二
陥
ル
ヨ
ウ
ナ
傾
キ
ガ
ア
」
る
か
ら
だ
と
す
る
。

（２‐
）
帝
回
議
会
の
審
議
に
お
け
る
委
員
会
配
付
資
料

『特
許
法
改
正
ノ
要
点
』
は
、
「
四
　
特
許
出
願
二
対
ス
ル
再
審
査
ノ
制
度
ヲ
廃
止
シ

直
接
抗
告
審
判
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
更
二
最
終
ノ
許
否
決
定
ノ
為
大
審
院
二
出
訴
シ
得
ル
コ
ト
ト
為
シ
タ
ル
コ
ト
（第
百
九
条
、

第
百
十
五
条
と

に
つ
い
て
、
「現
行
法
二
依
レ
ハ
特
許
出
願
ノ
拒
絶
二
対
シ
再
審
査
ノ
請
求
ヲ
許
シ
之
二
不
服
ア
ル
場
合
二
胎
テ
ハ
最
終

ノ
許
否
決
定
ノ
為
抗
告
審
判
ノ
請
求
ヲ
認
ム
然
ル
ニ
特
許
ノ
詐
否
ノ
最
終
ノ
決
定
ヲ
特
許
局
二
僚
テ
為
ス
ハ
審
判
系
統
二
於
ケ
ル
最
終
機

関
タ
ル
大
審
院
卜
法
律
上
ノ
解
釈
二
関
シ
統

一
ヲ
欠
ク
ノ
感
ア
リ
依
テ
再
審
査
ヲ
廃
止
シ
査
定
二
対
シ
直
二
抗
告
審
判
フ
経
テ
更
二
大
審

院
二
出
訴
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
制
度
ヲ
採
用
シ
タ
リ
状
ン
ヤ
前
項
二
掲
ク
ル
如
ク
特
許
拒
絶
ノ
理
由
ヲ
出
願
人
二
示
シ
意
見
申
出
ノ

機
会
ヲ
与
フ
ル
以
上
ハ
特
許
局
二
終
ケ
ル
事
実
審
理
ノ
上
二
遺
憾
ナ
カ
ル
ヘ
キ
ニ
胎
テ
オ
ヤ
」
と
述
べ
て
い
る

（大
正

一
〇
年
三
月
六
日

第
四
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
特
許
法
改
正
法
律
案
外
四
件
議
事
速
記
録
第
二
二
号
五

一
九
頁
）
。

（２２
）
昭
和
二

一
年

一
一
月
二
日
公
布
、
翌
年
五
月
三
日
施
行
。

（２３
）
裁
判
所
法
、
裁
判
所
施
行
法
と
も
に
昭
和
三
二
年
五
月
三
日
施
行
。

（２４
）
『終
戦
后
に
お
け
る
工
業
所
有
権
法
の
改
正
資
料
ズ
特
許
庁
職
員
閲
覧
室
所
蔵

「工
業
所
有
権
百
周
年
記
念
文
庫
」
の
一
部
で
あ
る

「荒

玉
義
人
文
庫
」
の
資
料
で
あ
る
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（２５
）
『終
戦
后
に
お
け
る
工
業
所
有
権
法
の
改
正
資
料
』
。
前
掲
注
（２４
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（２６
）
審
決
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
「特
許
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
条
説
明
」
。
前
掲
注
（２５
）
の
一
二
人
条
の
二
第

一
項
説
明

部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

七
五



岡山商大法学論叢 第17号 (2009)

七
六

「抗
告
審
判
の
審
決
に
対
し
て
は
、
従
来
大
容
院

へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
後
裁
判
所
法
施
行
法
の
規
定
に
基
く
特

許
法
の
変
更
適
用
に
関
す
る
政
令
で
、
こ
れ
が
東
京
高
等
裁
判
所

へ
出
訴
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
従
来
の
規

定
を
、
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
規
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
裁
判
所
を
東
京
高
等
裁
判
所
に
限
り
ま
し
た
の
は
、
特
許
局
に
お
い
て
、
既
に
、

査
定
及
び
抗
告
審
判
又
は
審
判
及
び
抗
告
審
判
と
二
審
を
経
て
い
ま
す
こ
こ
と
、
特
許
事
件
は
高
度
の
技
術
的
問
題
を
そ
の
内
容
と
し
て

い
ま
す
の
で
、
特
殊
の
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
関
係
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
限
定
し
て
、
こ
の
要
請
に
応
じ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」

（２７
）
「特
許
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
条
説
明
」
二
剛
掲
注
（２５
）
の

一
二
人
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
説
明
部
分
は
、
以
下
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

「審
決
の
送
達
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
出
訴
す
べ
き
こ
と
は
、
旧
第
百
五
十
条
及
び
前
述
の
特
許
法
の
変
更
適
用
に
関
す
る
政
令
に
お

き
ま
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
規
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
踏
襲
し
て
こ
こ
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
」

「行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
に
対
し
て
特
例
を
設
け
ま
し
た
の
は
、
特
許
権
の
対
世
的
独
占
権
た
る
特
殊
性
か
ら
、
権
利
関
係
を
長
く
不
安

定
の
状
態
に
お
く
こ
と
に
よ

つ
て
複
雑
な
権
利
関
係
の
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
」

（２８
）
「特
詐
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
条
説
明
」
。
前
掲
注
（２５
）
の

一
二
人
条
の
二
第
四
項
説
明
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

「特
許
事
件
の
特
殊
性
に
基
づ
く
新
設
の
規
定
で
あ
り
ま
す
。
行
政
庁
の
違
法
な
処
分
に
姑
し
て
は
原
則
的
に
裁
判
所
に
出
訴
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
本
条
の
第

一
項
の
規
定
に
よ

つ
て
、
特
許
出
願
中
の
事
件
及
び
特
許
法
で
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
抗
告
審
判
を
経
て
東
京
高
等
裁
判
所
に
出
訴
で
き
る
途
が
拓
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
と
別
に
直
接
に
途
中
か

ら
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
を
認
め
ま
す
と
、
審
判
抗
告
審
判
の
制
度
を
、
事
件
の
特
殊
性
か
ら
設
け
ま
し
た
趣
旨
と
も
反
し
、
ま
た
裁

判
所
と
し
て
も
、
そ
の
技
術
的
判
断
の
点
に
お
い
て
、
鑑
定
人
の
制
度
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
支
障
が
あ
り
ま
す
の
で
、
審
判
又
は
抗
告

審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
関
し
て
は
、
抗
告
審
判
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
出
訴
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
別
の
経
路
か
ら
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の
出
訴
を
封
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」

な
お
こ
こ
か
ら
、
こ
の
当
時
す
で
に
専
門
技
術
的
判
断
に
紺
し
て
、
鑑
定
だ
け
で
は
十
分
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
時
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
専
門
的
知
見
を
補
完
す
べ
く
、
専
門
委
員
制
度

（民
事
訴
訟
法
九
二
条
の

二
以
下
）
の
新
設
、
裁
判
所
調
査
官
の
権
限
拡
大

（同
法
九
二
条
の
人
、
九
二
条
の
九
）
に
つ
い
て
の
法
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
専
門
技

術
的
知
見
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
整
備
に
あ
ま
り
に
も
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
整
備
に
よ
り
、
裁

判
所
も

「特
許
事
件
の
特
殊
性
」
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
判
断
が
可
能
と
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

（２９
ぢ
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
条
説
明
」
。
前
掲
注
（２５
）
の
一
二
人
条
の
三
説
明
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
に
基
い
て
、
特
許
局
長
官
を
被
告
と
す
る
の
を
原
則
と
し
ま
し
た
が
、
た
だ
抗
告
審
判
に
お
い
て
被
請
求
人
が

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
当
事
者
と
す
る
の
を
妥
当
と
考
え
ま
す
の
で
、
別
の
規
定
を
設
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

特
許
事
件
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
従
来
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
」

（３０
、
特
許
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
条
説
明
」
二
副
掲
注
（２５
）
の
一
二
人
条
の
五
第

一
項
説
明
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

「行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
で
は
、
行
政
庁
の
違
法
な
処
分
に
対
し
て
は
、
取
消
の
訴
と
変
更
の
訴
え
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

特
許
事
件
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
高
度
の
技
術
的
内
容
と
複
雑
な
権
利
関
係
と
に
よ
る
特
殊
性
に
よ
り
ま
し
て
、　
一
部
の
変
更
を
認
め

る
の
は
妥
当
で
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
た
だ
こ
れ
を
取
消
す
の
み
と
し
ま
し
て
、
取
消
さ
れ
た
場
合
は
、
第
二
項
に
規
定
し
ま
し
た
よ
う
に
、

さ
ら
に
抗
告
審
判
で
、
専
門
的
な
審
理
を
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」

（３‐
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
条
説
明
」
。
前
掲
注
（２５
）
の

一
二
人
条
の
五
第
二
頂
説
明
部
分
。

（３２
）
三
宅
正
雄

『特
許
争
訟
雑
感

〔改
訂
版
こ
（冨
山
房

。
一
九
七
六
）
五
九
頁
。

（３３
）
他
方
、
い
わ
ゆ
る
査
定
系
審
判
に
つ
い
て
は
、
抗
告
審
判
が
廃
止
さ
れ
る
と
そ
れ
に
代
わ
る
審
判
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
。
し
た
が
つ

て
こ
こ
で
、
特
許
侵
害
事
件
を
除
く
特
許
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
当
事
者
系
審
判
と
同
様
に
、
特
許
庁
で
の
審
判
、
東
京
高
等
裁
判
所
で
の

七
七
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七
八

審
決
取
消
訴
訟
、
最
高
裁
判
所
で
の
最
終
審
と
い
う
審
級
関
係
と
な
っ
た
。

（３４
）
も
つ
と
も
、
判
例
お
よ
び
多
数
説
は
、
審
判
は
準
司
法
的
な
争
訟
手
続
の
性
格
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
利
益
な
け
れ
ば
訴
権
な
し

と
い
う
民
事
訴
訟
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
利
害
関
係
あ
る
者
の
み
に
請
求
人
適
格
を
認
め
、
無
効
審
判
を
請
求
す

る
た
め
に
は
利
害
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
実
務
が
定
着
し
て
い
た
傘
口藤
幸
朔
＝
熊
谷
健

一
『特
許
法
概
説
〔第

一
三
版
こ
（有
斐
閣
・

一
九
九
八
）
六
〇

一
頁
、
東
京
高
裁
昭
和
四

一
年
九
月
二
七
日
判
決

（行
集

一
七
巻
九
号

一
一
一
九
買

〔密
閉
撹
拌
装
置
事
件
し
、
東
京

高
裁
昭
和
四
五
年
二
月
二
五
日
判
決

（無
体
裁
集
二
巻

一
号
四
四
買

〔塩
化
ビ

ニ
ー
ル
樹
脂
配
合
用
安
定
剤
事
件
し

な
ど
）。
し
か
し
、

平
成

一
五
年
改
正
に
よ
っ
て
特
許
異
議
申
立
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
広
く

一
般
公
衆
か
ら
情
報
を
集
め
る
こ
と
で
行
政
処
分
を
見

直
す
と
い
う
機
能
は
特
許
無
効
審
判
制
度
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は

一
部
の
無
効
理
由
を
除
い
て
何
人
で
も
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る

（特
許
法

一
二
三
条
二
項
）。

（３５
）
拙
稿

「ダ
ブ
ル
ト
ラ
ッ
ク
制
度
に
起
因
す
る
特
許
侵
害
訴
訟
の
再
審
事
由
」
岡
山
商
科
大
学
法
学
論
叢

一
七
号
二
六
頁

（二
〇
〇
九
）。

（３６
）
拙
稿

「知
的
財
産
関
係
事
件
に
関
す
る
裁
判
制
度
」
パ
テ
ン
ト
五
七
巻
五
号
四
買

（二
〇
〇
四
）。

〔付
記
〕

本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
九
月
に
明
治
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文

『特
許
無
効
を
め
ぐ
る
裁
判
制
度
の
再
構
築

―
特
許
無
効
手
続
と
特
許
侵
害
訴
訟
の
一
元
化
へ
向
け
て
―
ズ
二
〇
〇
六
年
三
月
二
六
日
学
位
取
得
）
の
第
三
章
第

一
節

全
ハ
五
買
以
下
）

に
加
筆

・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。


